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第１条 この規程は、北播磨総合医療センター企業団職員の給与に関する規程

（平成２５年北播磨総合医療センター企業団企業管理規程第１３号。以下「給

与規程」という。）第６条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基

準に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この管理規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

(1) 職員 給与規程第５条の給料表（以下「給料表」という。）のいずれ

か一の適用を受ける者をいう。 

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更するこ

とをいう。 

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更するこ

とをいう。 

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数（第６条の規

定によりその年数に換算された年数を含む。）をいう。 

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をい

う。 

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引続き在職した年数をいう。 

(7) 必要在級年数 職員を昇格させる場合に必要な１級下位の職務の級に

おける在級年数をいう。 

(8) 正規の試験 企業長が定める試験機関の行う試験又は企業長がこれに

準ずると認める試験をいう。 

（級別標準職務） 

第３条 給与規程第５条第２項の企業長が別に定める給料表に定める職務の

級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第１に定めるとおり

とする。 

（級別資格基準表） 

第４条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この管理規程にお

いて別に定める場合を除き、別表第２に定める級別資格基準表（以下「級

別資格基準表」という。）に定めるとおりとする。 

 （級別資格基準表の適用方法） 

第５条 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級

に決定されるための１級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下

段の数字は学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者

が、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示すものとする。 
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２ 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴

免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等

の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場

合を除き、別表第３に定める学歴免許等資格区分表（以下「学歴免許等資

格区分表」という。）に定めるところによる。ただし、職員の有する最も

新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合

には、その資格に応じた区分によることができる。 

３ 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区

分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分

に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄

の適用については、その最も低い学歴免許等の区分によるものとする。 

（経験年数の起算及び換算） 

第６条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の

学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を

取得した時以後の経験年数による。 

２ 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許

等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に

在職した年数以外の年数については、別表第４に定める経験年数換算表に

定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算すること

ができる。 

３ 前２項に規定する経験年数は、すべて月計算によって行うものとする。 

４ 前項の場合において、同一月において期間が重複して計算されることと

なるときは、これを１月として計算するものとし、その重複する期間が在

職期間とその他の期間であるとき、又は経験年数換算表に定める換算率の

異なる２以上の期間であるときは、職員に最も有利となる期間により計算

するものとする。 

５ 第２項の場合において換算の結果、月未満の端数が生じたときは、当該

端数は総計した後切上計算によるものとする。 

（経験年数の調整） 

第７条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別

表第５に定める修学年数調整表（以下「修学年数調整表」という。）に加

える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に

ついては、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数

をもって、その者の経験年数とする。 

（特定の職員の在級年数の取扱い） 
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第８条 第１４条又は第１５条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表

を適用する場合における在級年数については、他の職員との均衡を考慮し

てあらかじめ企業長の承認を得た期間をその職務の級の在級年数として取

り扱うことができる。 

第２章 初任給 

（職務の級の決定） 

第９条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、級別資格基

準表に定める資格を有していることを基準として決定する。ただし、次の

各号のいずれかに該当し、他の職員との均衡上必要があると認める場合

で、かつ、あらかじめ企業長の承認を得たときは、同表に定める必要経験

年数に１００分の８０以上１００分の１００未満の割合を乗じて得た年数

をもって、同表の必要経験年数とすることができる。 

(1) 第１４条各号のいずれかに掲げる者から引き続き職員となる場合 

(2) 第１５条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しよう

とする場合において適格者を得るために必要があると認められる場合 

 （号給の決定） 

第１０条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職

務の級の号給が別表第６に定める初任給基準表（以下「初任給基準表」と

いう。）に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同

表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属す

る職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第２１条第１項又は

第２２条第１項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表

の職種欄にその者に適用される区分の定めがない者又はその者に適用され

る同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区

分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、

その者の属する職務の級の最低の号給とする。 

２ 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有

する職員の号給については、前項の規定にかかわらず第１２条から第１５

条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又は

その者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができ

る。 

（初任給基準表の適用方法） 

第１１条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、

職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとする。 
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２ 初任給基準表の学歴免許欄等の区分の適用については、第５条の規定を

準用する。 

 （学歴免許等の資格による号給の調整） 

第１２条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表

の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数

が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適

用については、第１０条の規定によるその者に適用される同表の初任給欄

に定める号給の号数にその加える年数（１年未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた年数）の数に４を乗じて得た数を加えて得た数を号数とす

る号給をもってその者の号給とする。 

（経験年数を有する者の号給） 

第１３条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める

経験年数を有する者の号給は、第１０条第１項の規定による号給（前条の

規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。）の号

数に、当該経験年数の月数を１２月（その者の経験年数のうち５年を超え

る経験年数（第２号又は第３号に掲げる者で必要経験年数が５年以上の年

数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経

験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であっ

て企業長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職

員との均衡を考慮して企業長が相当と認める年数を除く。）の月数にあっ

ては、１８月）で除した数（１未満の端数があるときは、これを切り捨て

た数）に４を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をその者の号

給とすることができる。 

(1) 正規の試験に合格したことによって職務の級が決定された者 その者

に適用される初任給基準表に定める職種欄の区分に応じ定める学歴免許

等の資格（前条の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いら

れる学歴免許等の資格）を取得した時以後の経験年数 

(2) 正規の試験に合格したことによって職務の級が決定された者以外の者

（次号に該当する者を除く。） その者の職務に有用な免許その他の資

格（前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いら

れる学歴免許等の資格）を取得した時以後の経験年数 

(3) 第１号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給であ

る者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を

超える経験年数 
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２ 前項の規定により切り捨てられた１未満の端数については、当該端数に

１２を乗じて得た数（１未満の端数があるときは、これを切り捨てた数）

を３で除した数（１未満の端数があるときは、これを切り捨てた数）を、

前項の規定により決定された号給の号数に加えることができる。 

３ 第１項の規定の適用を受ける場合における職員の経験年数の取扱いにつ

いては、同項に定めるもののほか、第６条及び第７条の規定を準用する。 

（号給の決定の特例） 

第１４条 次の各号に掲げる者から引き続いて職員となった者の号給につい

て、前条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認めら

れるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することが

できる。 

(1) 国、独立行政法人（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３

号）第２条第１項に規定する独立行政法人をいう。）、国立大学法人（国

立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第１項に規定する国

立大学法人をいう。以下同じ。）、地方独立行政法人（地方独立行政法人

法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政

法人をいう。以下同じ。）又は他の地方公共団体の職員 

(2) 前号に掲げるもののほか、企業長が前号に準ずると認める者 

（特殊の職員等を採用する場合の特例） 

第１５条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場

合において、号給の決定について第１３条の規定による場合にはその採用

が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他

の職員との均衡を考慮して、あらかじめ企業長の承認を得てその者の号給

を決定することができる。 

第３章 昇格及び降格 

（昇格） 

第１６条 職員を昇格させる場合は、その者の経験年数又は在級年数が級別

資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している者のうち

からに１級上位の職務の級に決定するものとする。 

２ 勤務成績が特に良好である職員及び職務の特殊性等により特に昇格させ

る必要があると認める場合の前項の規定の適用については、級別資格基準

表に定める必要経験年数又は必要在級年数に１００分の８０以上１００分

の１００未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験

年数又は必要在級年数とすることができる。 
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３ 職員を級別資格基準表に定めのない職務の級の職に昇格させようとする

ときは、あらかじめ企業長の承認を得るものとする。 

 （在級年数） 

第１７条 第１４条又は第１６条の規定の適用を受けて初任給が決定された

職員について級別資格基準表を適用する場合には、他の職員との均衡を考

慮して、あらかじめ企業長の承認を得て定める期間をその者の在級年数と

して通算することができる。 

第１８条 職員を昇格させる場合は、第１６条の規定によるほか、職員が現

に属する職務の級に１年以上在級していなければ昇格させることができな

い。ただし、職務の特殊性等により昇格させる必要がある場合において、

あらかじめ企業長の承認を得たときは、この限りでない。 

（上位資格取得等による昇格） 

第１９条 現に職員である者が上位の職務の級に必要な学歴免許等の資格を

取得した結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合に

は、第１６条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させ

ることができる。 

（特別の場合の昇格） 

第２０条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、第１６条及び第

１８条の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て上位の職務の

級に昇格させることができる。 

(1) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度

障害の状況となった場合 

(2) 職員が職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を

生じた結果退職させられる場合 

（昇格した職員の号給） 

第２１条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用さ

れる給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応

する別表第７に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給と

する。 

２ 第１６条から前条までの規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が

２級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用に

ついては、それぞれ１級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとし

て取り扱うものとする。 

３ 第１９条の規定により職員を昇格させた場合その他これに準ずる場合に

おいて、前２項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとし
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た場合初任給として受けるべき号給に達しないときは、前２項の規定にか

かわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることが

できる。 

４ 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給

は、前３項の規定にかかわらず、企業長の定める号給とする。 

（降格した職員の号給） 

第２２条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前

日に受けていた号給と同じ額の号給（同じ額の号給がないときは、直近下

位の額の号給）とする。 

２ 職員を降格させた場合で、当該降格が２級以上下位の職務の級への降格

であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ１級下位の職

務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。 

３ 前２項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると

認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承

認を得て、その者の号給を決定することができる。 

第４章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動 

（初任給基準を異にする異動の場合の職務の級） 

第２３条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表

に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職に異動させる場合には、

その異動後の職について定めるところにより、その者の資格に応じ、級別

資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は

引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。 

２ 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、

級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に１００分の８０

以上１００分の１００未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同

表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。 

（初任給基準を異にする異動をした職員の号給） 

第２４条 前条第１項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。 

(1) 新たに職員となった者（次号に掲げる者を除く。） 新たに職員とな

ったとき（免許等の資格を必要とする職に異動した者にあっては、その

免許等の資格を取得したとき）から異動後の職と同種の職に引続き在職

したものとみなして、そのときの初任給を基準として他の職員との均衡

を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けること

となる号給 
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(2) 新たに職員となり、その号給の決定について第１４条又は第１５条の

規定の適用を受けた者 別に企業長の定める基準に従い、前号の規定に

準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとな

る号給 

２ 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に

初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわら

ず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給と

することができる。 

３ 第２１条及び第２２条の規定は、前条第１項に規定する異動をしたこと

により昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。 

（給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級） 

第２５条 職員を給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合における

その者の職務の級は、その異動後の職に応じ、級別資格基準表に定める資

格基準に従い決定するものとする。 

２ 第２３条第２項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する

場合に準用する。 

（給料表の適用を異にする異動をした職員の号給） 

第２６条 第２４条第１項第１号及び第２号並びに同条第２項の規定は、前

条第１項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。 

第５章 昇給 

（勤務成績の証明） 

第２７条 職員の昇給は、第３０条に定める日（以下「昇給日」という。）

に、昇給させようとする者の同日前１年間における勤務成績について、そ

の者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければなら

ない。この場合において、当該証明が得られない者は、昇給しない。 

（昇給） 

第２８条 職員を昇給させる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて

決定される昇給の区分（以下この条において「昇給区分」という。）に応

じて別表第８に定める昇給号給数表に定める号給数とする。この場合にお

いて、昇給区分をＥに決定された職員は、昇給しない。 

２ 職員の勤務成績に応じて決定される昇給区分は、前条に規定する勤務成

績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当す

るかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。 

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 Ａ 

(2) 勤務成績が特に良好である職員 Ｂ 
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(3) 勤務成績が良好である職員 Ｃ 

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 Ｄ 

(5) 勤務成績が良好でない職員 Ｅ 

３ 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各

号に定める昇給区分に決定するものとする。 

  (1) 企業長の定める事由以外の事由によって昇給日前１年前（当該期間の

中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日

から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。）の

６分の１に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員（前項

第５号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。） 

Ｄ 

(2) 企業長の定める事由以外の事由によって基準期間の２分の１に相当す

る期間の日数以上の日数を勤務していない職員 Ｅ 

４ 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がＤ又

はＥとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当

該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同

項の規定にかかわらず、あらかじめ企業長と協議して、当該昇給区分より

上位の昇給区分（Ａ及びＢの昇給区分を除く。）に決定することができ

る。 

５ 前３項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるＡ又はＢの

昇給区分に決定する職員の数の割合は、企業長の定める割合におおむね合

致していなければならない。 

６ 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第２１条第３項、

第第２４条第２項（第２６条において準用する場合を含む。）若しくは第

３３条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、第１項の規定

にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに

職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月

数（１月未満の端数があるときは、これを１月とする。）を１２月で除し

た数を乗じて得た数（１未満の端数があるときは、これを切り捨てた数）

に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数

が０となる職員は、昇給しない。 

７ 第１項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する

職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた

号給（当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあって

は、当該異動後の号給）の号数を減じて得た数に相当する号給数を超える



07-07 (11) 

こととなる職員の昇給の号給数は、第１項及び前項の規定にかかわらず、

当該相当する号給数とする。 

（最高号給を受ける職員についての適用除外） 

第２９条 職務の級の最高の号給を受ける職員には、前条、第３１条及び第

３２条の規定は適用しない。 

（昇給日） 

第３０条 給与規程第６条第３項の企業長が別に定める日は、次条又は第３

２条に定めるものを除き、毎年４月１日とする。 

（研修、表彰等による昇給） 

第３１条 勤務成績の特に良好な職員が次の各号のいずれかに該当する場合

には、企業長が定めるところにより、当該各号に定める日に昇給させるこ

とができる。 

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から

同日の属する月の翌月の初日までの日 

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があっ

たことにより、又は極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公

務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表

彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日 

(3) 職制若しくは職員定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生

じたことにより退職する場合 退職の日 

（特別の場合の昇給） 

第３２条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのた

めに危篤となり、又は重度障害の状態となった場合その他特に必要がある

と認められる場合には、あらかじめ企業長の承認を得て、企業長が定める

日に、上位の号給に昇給させることができる。 

第６章 特別の場合における号給の決定 

（上位資格の取得等の場合の号給の決定） 

第３３条 職員が新たに職員となったものとした場合に、現に受ける号給よ

り上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合（第２１条第

３項又は第２３条第２項（第２５条において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受ける場合を除く。）又は企業長が定めるこれに準ずる場合に

該当するときは、その者の号給を企業長の定めるところにより上位の号給

に決定することができる。 

（復職時等における号給の調整） 
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第３４条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律

（昭和２７年法律第２８９号）第６条第１項ただし書に規定する許可（以

下この条において「専従許可」という。）を受けた職員が復職し、又は休暇

のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合におい

て、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従

許可の有効期間又は休暇の期間（以下「休職等の期間」という。）を別表

第９に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を

引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び

勤務するに至った日（以下「復職等の日」という。）及び復職等の日後に

おける最初の昇給日又はそのいずれかの日に企業長の定めるところによ

り、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。 

（給料の訂正） 

第３５条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合、

その訂正を将来に向かって行うことができる。 

第７章 雑則 

（補則） 

第３６条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事

項は、企業長が定める。 

 

 

附 則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１２月２５日企業管理規程第５号） 

 （施行期日等） 

１ この規程は、平成２６年１２月２５日から施行し、この規程による改正後

の北播磨総合医療センター企業団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関

する規程（以下「改正後の規程」という。）の規定は、平成２６年４月１日

から適用する。 

 （経過措置） 

２ 平成２６年４月１日からこの規程の施行日の前日までの間において、新た

に給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号

給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正

後の規程による号給がこの規程による改正前の北播磨総合医療センター企業

団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程（以下「改正前の規程」

という。）の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日にお
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ける号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規

定による号給とするものとする。 

３ この規程の施行の日から平成２７年３月３１日までの間において、新たに

給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等におけ

る号給の調整以外の理由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、

前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、

当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることが

できる。 

   附 則（平成２７年４月１日企業管理規程第３号） 

 （施行期日等） 

１ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （切替日前の異動者の号給の調整） 

２ 平成２７年４月１日（以下「切替日」という。）前に職務の級を異にして異

動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給につ

いては、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとし

た場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長が定めるところに

より、必要な調整を行うことができる。 

 （号給の切替えに伴う経過措置） 

３ 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の

受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるも

の（企業長が定める職員を除く。）には、平成３０年３月３１日までの間、給

料月額のほか、その差額に相当する額（北播磨総合医療センター企業団職員

の給与に関する規程（平成２５年北播磨総合医療センター企業団企業管理規

程第１３号。以下「給与規程」という。）附則第２項の表の給料表欄に掲げ

る給料表の適用を受ける職員（再任用職員を除く。）のうち、その職務の級

が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者（以下この項におい

て「特定職員」という。）にあっては、５５歳に達した日後における最初の

４月１日（特定職員以外の者が５５歳に達した日後における最初の４月１日

後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日）以後、当該額

に９８．５を乗じて得た額。）を給料として支給する。 

４ 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（前項に規定する職

員を除く。）について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必

要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、

同項に規定に準じて、給料を支給する。 

５ 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任
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用の事情等を考慮して前２項の規定による給料を支給される職員との権衡上

必要があると認められるときは、当該職員には、企業長が定めるところによ

り、前２項の規定に準じて、給料を支給する。 

６ 前３項の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第３条第５項、

第８条、第２３条第５項、第２４条第４項、附則第２項第３号及び第４号並

びに附則第４項の規定の適用については、給与規程第３条第５項、第８条、

第２３条第５項及び第２４条第４項中「給料月額」とあるのは「給料月額と

北播磨総合医療センター企業団職員の給与に関する規程等の一部を改正する

規程（平成２７年北播磨総合医療センター企業団企業管理規程第３号。以下

「平成２７年改正規程」という。）附則第３項から第５項までの規定による給

料の額との合計額」と、附則第２項第３号及び第４号並びに附則第４項中「給

料月額及び」とあるのは「給料月額と平成２７年改正規程附則第３項から第

５項までの規定による給料の額との合計額及び」とする。 

 （雑則） 

７ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関して必

要な事項は、企業長が定める。 

附 則（平成２８年３月１日企業管理規程第７号） 

 （施行期日等） 

１ この規程は、平成２８年３月１日から施行し、この規程による改正後の北

播磨総合医療センター企業団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する

規程（以下「改正後の規程」という。）の規定は、平成２７年４月１日から

適用する。 

（経過措置） 

２ 平成２７年４月１日からこの規程の施行日の前日までの間において、新た

に給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号

給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正

後の規程による号給がこの規程による改正前の北播磨総合医療センター企業

団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程（以下「改正前の規程」

という。）の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日にお

ける号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規

定による号給とするものとする。 

３ この規程の施行の日から平成２７年３月３１日までの間において、新たに

給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等におけ

る号給の調整以外の理由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、

前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、
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当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることが

できる。 

（北播磨総合医療センター企業団職員の職名等に関する規程の一部改正） 

４ 北播磨総合医療センター企業団職員の職名等に関する規程の一部を次のよ

うに改正する。 

別表医療職員の項中「診療科統括部長」を「診療科総括部長」に改め、「助

産師」の前に「保健師、」を加える。 

附 則（平成２８年３月３１日企業管理規程第１１号） 

 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月１日企業管理規程第４号抄） 

（施行期日等） 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

 （号給の切替えに伴う経過措置） 

２ 平成２８年４月１日から第３条の規定による初任給等規程の施行の日の前

日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇

給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動

のあった職員のうち、第３条の規定による改正後の初任給等規程による号給

が第３条の規程による改正前の初任給等規程の規定による号給に達しない職

員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規

程の規定にかかわらず、改正前の初任給等規程の規定による号給とするもの

とする。 

３ 第３条の規定による初任給等規程の施行の日から平成２９年３月３１日ま

での間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、

昇給又は復職時等における号給の調整以外の理由によりその受ける号給に異

動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があ

ると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、な

お従前の例によることができる。 

附 則（平成３０年３月１日企業管理規程第２号抄） 

（施行期日等） 

１ この規程は、公布の日から施行する。ただし、第４条及び第７条の規定は、

平成３０年４月１日から施行する。 

２ 第３条の規定（北播磨総合医療センター企業団職員の給与に関する規程（以

下「給与規程」という。）別表第１から別表第４の改正規定に限る。）によ

る改正後の給与規程の規定（平成３０年３月１日以後に在職する職員に適用

する場合に限る。）、第５条の規定（北播磨総合医療センター企業団職員の
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初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程（以下「初任給等規程」という。）

別表第７の改正規定に限る。）による改正後の初任給等規程の規定（平成３

０年３月１日以後に在職する職員に適用する場合に限る。）及び第６条の規

定（北播磨総合医療センター企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条

例施行規程（以下「任期付職員規程」という。）第４条第１項の改正規定に

限る。）による改正後の任期付職員規程の規定（平成３０年３月１日以後に

在職する職員に適用する場合に限る。）は、平成２９年４月１日から適用す

る。 

 （号給の切替えに伴う経過措置） 

５ 平成２９年４月１日から第５条の規定による初任給等規程の施行の日の前

日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇

給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動

のあった職員のうち、第５条の規定による改正後の初任給等規程による号給

が第５条の規程による改正前の初任給等規程の規定による号給に達しない職

員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規

程の規定にかかわらず、改正前の初任給等規程の規定による号給とするもの

とする。 

６ 第５条の規定による初任給等規程の施行の日から平成３０年３月３１日ま

での間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、

昇給又は復職時等における号給の調整以外の理由によりその受ける号給に異

動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があ

ると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、な

お従前の例によることができる。 

附 則（平成３１年３月１日企業管理規程第１号抄） 

（施行期日等） 

１ この規程は、公布の日から施行する。ただし、第４条及び第７条の規定

は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 第３条の規定（北播磨総合医療センター企業団職員の給与に関する規程

（以下「給与規程」という。）別表第１から別表第４の改正規定に限

る。）による改正後の給与規程の規定（平成３１年３月１日以後に在職す

る職員に適用する場合に限る。）、第５条の規定（北播磨総合医療センタ

ー企業団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程（以下「初任

給等規程」という。））による改正後の初任給等規程の規定（平成３１年

３月１日以後に在職する職員に適用する場合に限る。）及び第６条の規定

（北播磨総合医療センター企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条
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例施行規程（以下「任期付職員規程」という。）第４条第１項の改正規定

に限る。）による改正後の任期付職員規程の規定（平成３１年３月１日以

後に在職する職員に適用する場合に限る。）は、平成３０年４月１日から

適用する。 

（号給の切替えに伴う経過措置） 

５ 平成３０年４月１日から第５条の規定による初任給等規程の施行の日の

前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及

び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給

に異動のあった職員のうち、第５条の規定による改正後の初任給等規程に

よる号給が第５条の規程による改正前の初任給等規程の規定による号給に

達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後

の初任給等規程の規定にかかわらず、改正前の初任給等規程の規定による

号給とするものとする。 

６ 第５条の規定による初任給等規程の施行の日から平成３１年３月３１日

までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降

格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の理由によりその受ける号

給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上

必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給につ

いては、なお従前の例によることができる。 

附 則（令和２年３月１日企業管理規程第１号抄） 

（施行期日等） 

１ この規程は、公布の日から施行する。ただし、第１条、第２条、第５

条、第７条、第９条、第１１条及び第１３条の規定は、令和２年４月１日

から施行する 

２ 第３条の規定による改正後の北播磨総合医療センター企業団職員就業規程

の規定、第４条の規定による改正後の北播磨総合医療センター企業団職員の

勤務時間等に関する規程の規定、第６条の規定（北播磨総合医療センター企

業団職員の給与に関する規程（以下「給与規程」という。）別表第１から別

表第４の改正規定に限る。）による改正後の給与規程の規定（令和２年３月

１日以後に在職する職員に適用する場合に限る。）、第８条の規定による改

正後の北播磨総合医療センター企業団職員の初任給、昇格及び昇給等の基準

に関する規程（以下「初任給等規程」という。）（令和２年３月１日以後に

在職する職員に適用する場合に限る。）及び第１２条の規定（北播磨総合医

療センター企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規程（以下

「任期付職員規程」という。）第４条第１項の改正規定に限る。）による改
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正後の任期付職員規程の規定（令和２年３月１日以後に在職する職員に適用

する場合に限る。）は、平成３１年４月１日から適用する。 

 （号給の切替えに伴う経過措置） 

５ 平成３１年４月１日から第８条の規定による初任給等規程の施行の日の前

日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇

給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動

のあった職員のうち、第８条の規定による改正後の初任給等規程による号給

が第８条の規程による改正前の初任給等規程の規定による号給に達しない職

員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規

程の規定にかかわらず、改正前の初任給等規程の規定による号給とするもの

とする。 

６ 第８条の規定による初任給等規程の施行の日から令和２年３月３１日まで

の間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇

給又は復職時等における号給の調整以外の理由によりその受ける号給に異動

のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要がある

と認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従

前の例によることができる。 

附 則（令和３年３月３１日企業管理規程第２号） 

（施行期日等） 

 この規定は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３１日企業管理規程第８号抄） 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年１１月１１日企業管理規程第１４号） 

この規程は、公布の日から施行し、令和４年１１月１日から適用する。 

附 則（令和５年３月１日企業管理規程第１号抄） 

（施行期日等） 

１ この規程は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規定は、

令和５年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定（北播磨総合医療センター企業団職員の給与に関する規程（以

下「給与規程」という。）別表第１から別表第４の改正規定に限る。）によ

る改正後の給与規程の規定（令和５年３月１日以後に在職する職員に適用す

る場合に限る。）、第３条の規定（北播磨総合医療センター企業団一般職の

任期付職員の採用等に関する条例施行規程（以下「任期付職員規程」という。）

第４条第１項の改正規定に限る。）による改正後の任期付職員規程の規定（令
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和５年３月１日以後に在職する職員に適用する場合に限る。）及び第５条の

規定による改正後の北播磨総合医療センター企業団職員の初任給、昇格及び

昇給等の基準に関する規程（以下「初任給等規程」という。）（令和５年３

月１日以後に在職する職員に適用する場合に限る。）は、令和４年４月１日

から適用する。 

 （号給の切替えに伴う経過措置） 

４ 令和４年４月１日から第５条の規定による初任給等規程の施行の日の前日

までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給

又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動の

あった職員のうち、第５条の規定による改正後の初任給等規程による号給が

第５条の規程による改正前の初任給等規程の規定による号給に達しない職員

の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規程

の規定にかかわらず、改正前の初任給等規程の規定による号給とするものと

する。 

５ 第５条の規定による初任給等規程の施行の日から令和５年３月３１日まで

の間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇

給又は復職時等における号給の調整以外の理由によりその受ける号給に異動

のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要がある

と認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従

前の例によることができる。 

附 則（令和６年３月１日企業管理規程第１号抄） 

（施行期日等） 

１ この規程は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条及び第７条

の規定は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定（北播磨総合医療センター企業団職員の給与に関する規程（以

下「給与規程」という。）別表第１から別表第４の改正規定に限る。）による

改正後の給与規程の規定（令和６年３月１日以後に在職する職員に適用する

場合に限る。）、第３条の規定（北播磨総合医療センター企業団一般職の任期

付職員の採用等に関する条例施行規程（以下「任期付職員規程」という。）第

４条第１項の改正規定に限る。）による改正後の任期付職員規程の規定（令和

６年３月１日以後に在職する職員に適用する場合に限る。）、第５条の規定に

よる改正後の北播磨総合医療センター企業団職員の初任給、昇格及び昇給等

の基準に関する規程（以下「初任給等規程」という。）（令和６年３月１日以

後に在職する職員に適用する場合に限る。）及び第６条の規定による改正後の

北播磨総合医療センター企業団会計年度任用職員の給与等に関する規程（以
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下「会計年度給与規程」という。）（令和６年３月１日以後に在職する職員に

適用する場合に限る。）は、令和５年４月１日から適用する。 

 （号給の切替えに伴う経過措置） 

５ 令和５年４月１日から第５条の規定による初任給等規程の施行の日の前日

までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給

又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動の

あった職員のうち、第５条の規定による改正後の初任給等規程による号給が

第５条の規程による改正前の初任給等規程の規定による号給に達しない職員

の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規程

の規定にかかわらず、改正前の初任給等規程の規定による号給とするものと

する。 

６ 第５条の規定による初任給等規程の施行の日から令和６年３月３１日まで

の間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇

給又は復職時等における号給の調整以外の理由によりその受ける号給に異動

のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要がある

と認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従

前の例によることができる。 

附 則（令和６年１２月１日企業管理規程第９号抄） 

（施行期日等） 

１ この規程は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規定は、

令和７年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定（北播磨総合医療センター企業団職員の給与に関する規程（以

下「給与規程」という。）別表第１から別表第４の改正規定に限る。）による

改正後の給与規程の規定（令和６年１２月１日以後に在職する職員に適用す

る場合に限る。）、第３条の規定（北播磨総合医療センター企業団一般職の任

期付職員の採用等に関する条例施行規程（以下「任期付職員規程」という。）

第４条第１項の改正規定に限る。）による改正後の任期付職員規程の規定（令

和６年１２月１日以後に在職する職員に適用する場合に限る。）、第５条の規

定による改正後の北播磨総合医療センター企業団職員の初任給、昇格及び昇

給等の基準に関する規程（以下「初任給等規程」という。）（令和６年１２月

１日以後に在職する職員に適用する場合に限る。）及び第６条の規定による改

正後の北播磨総合医療センター企業団会計年度任用職員の給与等に関する規

程（以下「会計年度給与規程」という。）（令和６年１２月１日以後に在職す

る職員に適用する場合に限る。）は、令和６年４月１日から適用する。 

（号給の切替えに伴う経過措置） 
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５ 令和６年４月１日から第５条の規定による初任給等規程の施行の日の前日

までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給

又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動の

あった職員のうち、第５条の規定による改正後の初任給等規程による号給が

第５条の規程による改正前の初任給等規程の規定による号給に達しない職員

の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規程

の規定にかかわらず、改正前の初任給等規程の規定による号給とするものと

する。 

６ 第５条の規定による初任給等規程の施行の日から令和７年３月３１日まで

の間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇

給又は復職時等における号給の調整以外の理由によりその受ける号給に異動

のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要がある

と認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従

前の例によることができる。 

附 則（令和７年３月２１日企業管理規程第３号抄） 

（施行期日） 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

   附 則（令和７年１２月１８日企業管理規程第９号抄） 

 この規程は、令和８年１月１日から施行する。 

   附 則（令和８年２月２６日企業管理規程第３号抄） 

 （施行期日等） 

１ この規程は、公布の日から施行する。ただし、第３条、第７条、第８条及

び第１０条の規定は令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の北播磨総合医療センター企業団一般職の任期

付職員の採用等に関する条例施行規程（以下「任期付職員規程」という。）

の規定、第４条の規定による改正後の北播磨総合医療センター企業団職員の

給与に関する規程（以下「給与規程」という。）の規定及び第９条の規定に

よる改正後の北播磨総合医療センター企業団会計年度任用職員の給与等に関

する規程（以下「会計年度給与規程」という。）の規定は、令和７年４月１

日から、第５条の規定による改正後の給与規程の規定は令和７年７月１日か

ら、第２条の規定による改正後の任期付職員規程の規定及び第６条の規定に

よる改正後の給与規程の規定は令和７年１２月１日から、それぞれ適用する。

ただし、第１条及び第２条の規定による改正後の任期付職員規程の規定、第

４条及び第６条の規定による改正後の給与規程の規定並びに第９条の規定に

よる改正後の会計年度給与規程の規定の適用は、令和８年３月１日において
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在職する職員に限る。 

 （給与等の内払） 

３ 前項の規定による改正後の各規程の規定を適用する場合においては、これ

らの規定による改正前の各規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞ

れ改正後の各規程の規定による給与の内払とみなす。ただし、第５条の規定

による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された宿日直手当は、第５条

の規定による改正後の給与規程の規定による時間外勤務手当、休日勤務手当

及び特殊勤務手当の内払とみなす。 

 （号給の切替えに伴う経過措置） 

４ 会計年度給与規程の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員のうち、任

用された年度の４月１日において６０歳に達している者で、第９条の規定に

よる改正後の会計年度給与規程の規定により受けることとなる給料月額が、

改正前の会計年度給与規程の規定により受けていた給料月額に達しないこと

となるものには、令和８年３月３１日までの間、給料月額のほか、その差額

に相当する額を給料として支給する。 

５ 前項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の会計年度給与規

程第１２条、第１５条及び第１５条の２の規定の適用については、改正後の

会計年度給与規程の規定により受けることとなる給料月額と前項の規定によ

る給料の額との合計額をもって、これらの規定による算定の基礎となる給料

月額とする。 
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別表第１（第３条関係） 

 ア 医療職給料表（１）級別標準職務表 

職務の級 標準的な職務 

１級 医療業務を行う医師及び歯科医師の職務 

２級 主任医長及び医長の職務 

３級 院長補佐、感染対策部長、医療の質・安全管理部長、診療部長、

先端医療センター長、がん総合診療センター長、認知症診療セ

ンター長、臨床研修センター長、患者総合サポートセンター長

及び診療科部長の職務 

４級 病院長、副院長の職務 

  

イ 医療職給料表（２）級別標準職務表 

職務の級 標準的な職務 

１級 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、管理栄養士、歯科衛生

士、歯科技工士、社会福祉士及び精神保健福祉士の職務 

２級 １ 薬剤師、医学物理士、公認心理師及び臨床心理士の職務 

２ 困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、理学療

法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、

管理栄養士、歯科衛生士、歯科技工士、社会福祉士及び精神

保健福祉士の職務 

３級 主任の職務 

４級 室長、主幹及び副室長の職務又はこれに相当する職務 

５級 １ 副院長の職務 

２ 診療支援部の部長及び次長の職務又はこれに相当する職務 

 

ウ 医療職給料表（３）級別標準職務表 

職務の級 標準的な職務 

１級 １ 保健師、助産師及び看護師の職務 

２ 准看護師の職務 

３ 救急救命士の職務 

４ 介護福祉士の職務 

２級 １ 困難な業務を行う保健師、助産師及び看護師の職務  

２ 相当高度な技術又は経験を必要とする准看護師 
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３ 相当高度な技術又は経験を必要とする救急救命士 

４ 相当高度な技術又は経験を必要とする介護福祉士 

３級 主任の職務 

４級 課長、室長、主幹、副課長及び副室長の職務又はこれに相当す

る職務 

５級 １ 副院長の職務 

２ 看護部の部長及び次長の職務又はこれに相当する職務 

  

エ 事務職給料表級別標準職務表 

職務の級 標準的な職務 

１級 定型的な業務を行う職務 

２級 高度の知識又は相当の経験を必要とする業務を行う職務 

３級 係長、主査及びこれに相当する職務 

４級 課長、室長、主幹、副課長及び副室長の職務又はこれに相当す

る職務 

５級 １ 理事の職務 

２ 管理部の部長、参事及び次長の職務又はこれに相当する職

務 
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別表第２（第４条関係） 

 ア 医療職給料表（１）級別資格基準表 

職種 学歴免許等 １級 ２級 

医師 

歯科医師 

大学６卒  ７ 

０ ７ 

 

 イ 医療職給料表（２）級別資格基準表 

職種 学歴免許等 １級 ２級 

薬剤師 大学６卒   

 ０ 

大学卒   

 ０ 

医学物理士 修士課程修了   

 ０ 

大学卒   

 ０ 

短大３卒   

 ０ 

公認心理師 

臨床心理士 

修士課程修了   

 ０ 

大学卒   

 ０ 

診療放射線技師 大学卒  １ 

０ １ 

短大３卒  ２ 

０ ２ 

臨床検査技師 大学卒  １ 

０ １ 

短大３卒  ２ 

０ ２ 

理学療法士 

作業療法士 

大学卒  １ 

０ １ 

短大３卒  ２ 

０ ２ 
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言語聴覚士 大学卒  １ 

０ １ 

短大３卒  ２ 

０ ２ 

視能訓練士 大学卒  １ 

０ １ 

短大３卒  ２ 

０ ２ 

臨床工学技士 大学卒  １ 

０ １ 

短大３卒  ２ 

０ ２ 

管理栄養士 大学卒  １ 

０ １ 

短大２卒  ３ 

０ ３ 

歯科衛生士 短大３卒  ２ 

０ ２ 

短大２卒  ３ 

０ ３ 

高校専攻科卒  ４ 

０ ４ 

歯科技工士 短大３卒  ２ 

０ ２ 

短大２卒  ３ 

０ ３ 

社会福祉士 

精神保健福祉士 

大学卒  １ 

０ １ 

短大３卒  ２ 

０ ２ 

短大２卒  ３ 

０ ３ 

高校卒  ５ 

０ ５ 
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その他 大学卒  １ 

０ １ 

短大３卒  ２ 

０ ２ 

短大２卒  ３ 

０ ３ 

高校卒  ５ 

０ ５ 

 

 ウ 医療職給料表（３）級別資格基準表 

職種 学歴免許等 １級 ２級 

保健師 

助産師 

大学卒  ３ 

０ ３ 

看護師 短大３卒  ４ 

０ ４ 

短大２卒  ５ 

０ ５ 

准看護師 准看護師養成所卒  １５ 

０ １５ 

救急救命士 大学卒  ９ 

０ ９ 

短大３卒  １０ 

０ １０ 

短大２卒  １１ 

０ １１ 

介護福祉士 大学卒  １０ 

０ １０ 

短大３卒  １１ 

０ １１ 

短大２卒  １２ 

０ １２ 

  備考 学歴免許等欄の「準看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法（昭

和２３年法律第２０３号）第２２条第１号又は第２号に規定する学校

又は養成所の卒業を示す。 
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エ 事務職給料表級別資格基準表 

職種 学歴免許等 １級 ２級 

事務職員 

診療情報管理士 

大学卒  ３ 

０ ３ 

短大２卒  ５ 

０ ５ 

高校卒  ７ 

０ ７ 
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別表第３（第５条関係） 

学歴免許等資格区分表 

学歴免許等の区分 
学歴免許等の資格 

基準学歴区分 学歴区分 

１ 大学卒 一 博士課程修了 (1) 学校教育法（昭和２２年法律

第２６号）による大学院博士課程

の修了 

  (2) 上記に相当すると企業長が認

める学歴免許等の資格 

 二 修士課程修了 (1) 学校教育法による大学院修士

課程の修了 

  (2) 上記に相当すると企業長が認め

る学歴免許等の資格 

 三 専門職学位課

程修了 

(1) 学校教育法による専門職大学院

専門職学位課程の修了 

  (2) 上記に相当すると企業長が認め 

る学歴免許等の資格 

 四 大学６卒 (1) 学校教育法による大学の医学

若しくは歯学に関する学科（同法

第８５条ただし書に規定する学部

以外の教育研究上の基本となる組

織を置く場合における相当の組織

を含む。以下同じ。）又は薬学若

しくは獣医学に関する学科（修業

年限６年のものに限る。）の卒業 

  (2) 上記に相当すると企業長が認

める学歴免許等の資格 

 五 大学専攻科卒 (1) 学校教育法による４年制の大

学の専攻科の卒業 

  (2) 上記に相当すると企業長が認

める学歴免許等の資格 

 六 大学４卒 (1) 学校教育法による４年制の大

学の卒業 

  (2) 独立行政法人国立国際医療研
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究センター国立看護大学校の卒業 

  (3) 保健師助産師看護師法（昭和

２３年法律第２０３号）による保

健師学校、保健師養成所、助産師

学校又は助産師養成所（同法によ

る看護師学校の卒業又は看護師養

成所の卒業を入学資格とする修業

年限１年以上のものに限る。）の

卒業 

  (4) 上記に相当すると企業長が認

める学歴免許等の資格 

２ 短大卒 一 短大３卒 (1) 学校教育法による３年制の短

期大学の卒業  

  (2) 学校教育法による２年制の短

期大学の専攻科の卒業 

  (3) 学校教育法による高等専門学

校の専攻科の卒業 

  (4) 診療放射線技師法（昭和２６

年法律第２２６号）による診療放

射線技師学校又は診療放射線技師

養成所（いずれも「高校３卒」を

入学資格とする修業年限３年以上

のものに限る。）の卒業 

  (5) 臨床検査技師、衛生検査技師

等に関する法律（昭和３３年法律

第７６号）による臨床検査技師学

校又は臨床検査技師養成所（いず

れも「高校３卒」を入学資格とす

る修業年限３年以上のものに限

る。）の卒業 

  (6) 臨床工学技士法（昭和６２年

法律第６０号）による臨床工学技

士学校又は臨床工学技士養成所

（いずれも「高校３卒」を入学資
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格とする修業年限３年以上のもの

に限る。）の卒業 

  (7) 理学療法士及び作業療法士法

（昭和４０年法律第１３７号）に

よる理学療法士学校、理学療法士

養成施設、作業療法士学校又は作

業療法士養成施設（いずれも「高

校３卒」を入学資格とする修業年

限３年以上のものに限る。）の卒

業 

  (8) 視能訓練士法（昭和４６年法

律第６４号）による視能訓練士学

校又は視能訓練士養成所（いずれ

も「高校３卒」を入学資格とする

修業年限３年以上のもの又は「短

大２卒」を入学資格とする修業年

限１年以上のものに限る。）の卒

業 

  (9) 言語聴覚士法（平成９年法律

第１３２号）による言語聴覚士学

校又は言語聴覚士養成所（いずれ

も「高校３卒」を入学資格とする

修業年限３年以上のもの又は学校

教育法に基づく大学若しくは高等

専門学校、旧 

大学令に基づく大学若しくは言語

聴覚士法第３３条第３号の規定に

基づき厚生労働省令（平成１０年

厚令第７４号）で定める学校、文

教研修施設若しくは養成所におけ

る１年（高等専門学校にあって

は、４年）以上の修業を入学資格

とする修業年限２年以上のものに

限る。）の卒業 

  (10) 保健師助産師看護師法による
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看護師学校又は看護養成所（いず

れも「高校３卒」を入学資格とす

る修業年限３年以上のものに限

る。）の卒業 

  (11) 上記に相当すると企業長が認

める学歴免許等の資格 

 二 短大２卒 (1) 学校教育法による２年制の短

期 

  大学の卒業 

  (2) 学校教育法による高等専門学

校の卒業 

  (3) 学校教育法による高等学校、中

等教育学校又は特別支援学校の専

攻科（２年制の短期大学と同程度と

みなされる修業年限２年以上のも

のに限る。）の卒業 

  (4) 栄養士法（昭和２２年法律第２

４５号）第２条第１項の規定による

栄養士の養成施設（「高校３卒」を

入学資格とする修業年限２年以上

のものに限る。）の卒業 

  (5) 歯科衛生士法（昭和２３年法律

第２０４号）による歯科衛生士学校

又は歯科衛生士養成所（いずれも修

業年限２年以上のものに限る。）の

卒業 

  (6) 歯科技工士法（昭和３０年法

律第１６８号）による歯科技工士

学校又は歯科技工士養成所（いず

れも「高校３卒」を入学資格とす

る修業年限２年以上のものに限

る。）の卒業 

  (7) 保健師助産師看護師法による看

護師学校又は看護養成所の進学課
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程（同法第２１条第３号に該当する

者に係る課程をいう。）の卒業 

  (8) 海上保安学校本科の修業年限

２年の課程の卒業 

  (9) 上記に相当すると企業長が認

める学歴免許等の資格 

 三 短大１卒 (1) 海上保安学校本科の修業年限

１年の課程の卒業 

  (2) 上記に相当すると企業長が認

める学歴免許等の資格 

３ 高校卒 一 高校専攻科卒 (1) 学校教育法による高等学校、

中等教育学校又は特別支援学校の

専攻科の卒業 

  (2) 上記に相当すると企業長が認

める学歴免許等の資格 

 二 高校３卒 (1) 学校教育法による高等学校、

中等教育学校又は特別支援学校

（同法第７６条第２項に規定する

高等部に限る。）の卒業 

  (2) 上記に相当すると企業長が認

める学歴免許等の資格 

 三 高校２卒 (1) 保健師助産師看護師法による

准看護師学校又は准看講師養成所

の卒業 

  (2) 上記に相当すると企業長が認

める学歴免許等の資格 

４ 中学卒 中学卒 (1) 学校教育法による中学校、義

務教育学校若しくは特別支援学校

（同法第７６条１項に規定する中

学部に限る。）の卒業又は中等教

育学校の前期課程の修了 

  (2) 上記に相当すると企業長が認

める学歴免許等の資格 
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別表第４（第６条関係） 

経験年数換算表 

経歴 換算率 

国家公務員、地方公務

員又は旧公共企業体、

政府関係機関若しくは

外国政府の職員として

の在職期間 

職員の職務とその種類

が類似する職務に従事

した期間 

１００／１００以下 

その他の期間 ８０／１００以下（他の

職員との均衡を著しく

失する場合は、１００／

１００以下） 

民間における企業体、団

体等の職員としての在

職期間 

職員としての職務にそ

の経験が直接役立つと

認められる職務に従事

した期間 

１００／１００以下 

その他の期間 ８０／１００以下 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期

間（正規の修学年数内の期間に限る。） 

１００／１００以下 

その他の期間 教育、医療に関する職務

等特殊の知識、技術又

は経験を必要とする職

務に従事した期間で、 

１００／１００以下 

 その職務についての経

験が職員としての職務

に直接役立つと認めら

れるもの 

 

 技能、労務等の職務に

従事した期間で、その職

務についての経験が職

員としての職務に役立

つと認められるもの 

５０／１００以下（他の

職員との均衡を著しく

失する場合は、８０／１

００以下） 

 その他の期間 ２５／１００以下（他の

職員との均衡を著しく

失する場合は、５０／１

００以下） 
 



07-07 (35) 

別表第５（第７条関係） 

 修学年数調整表 

学歴区分 修学年数 基準学歴区分 

  大学卒 

(１６年) 

短大卒 

(１４年) 

高校卒 

(１２年) 

中学卒 

(９年) 

博士課程修了 ２１年 ＋５年 ＋７年 ＋９年 ＋１２年 

修士課程修了 １８年 ＋２年 ＋４年 ＋６年 ＋９年 

専門職学位課

程修了 

１８年 ＋２年 ＋４年 ＋６年 ＋９年 

大学６卒 １８年 ＋２年 ＋４年 ＋６年 ＋９年 

大学専攻科卒 １７年 ＋１年 ＋３年 ＋５年 ＋８年 

大学４卒 １６年  ＋２年 ＋４年 ＋７年 

短大３卒 １５年 －１年 ＋１年 ＋３年 ＋６年 

短大２卒 １４年 －２年  ＋２年 ＋５年 

短大１卒 １３年 －３年 －１年 ＋１年 ＋４年 

高校専攻科卒 １３年 －３年 －１年 ＋１年 ＋４年 

高校３卒 １２年 －４年 －２年  ＋３年 

高校２卒 １１年 －５年 －３年 －１年 ＋２年 

中学卒 ９年 －７年 －５年 －３年  

  備考  

１ 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、そ

れぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。 

２ この表に定める年数（修学年数欄の年数を除く。）は、学歴区分欄

の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区

分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数（以下

「調整年数」という。）を示す。この場合において「＋」の年数は加

える年数を、「－」の年数は減ずる年数を示す。 

３ 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区

分欄の学歴免許等の区分と同じ区分（その区分に属する学歴免許等の

資格を含む。）が掲げられている場合におけるこの表の適用について

は、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許

等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもっ

て、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表

又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。こ
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の場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数と

し、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。 

４ 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する

課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程（就業年限４年のものに限

る。）を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の

「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数に

それぞれ１年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び

調整年数とする。 

５ その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数につ

いて企業長が別段の定めをした職員については、企業長が定める修学

年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。 
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別表第６（第１０条関係） 

 初任給基準表 

給料表区分 職種 学歴免許等 初任給 

医療職給料表（１） 医師 

歯科医師 

大学６卒 １級２号給 

医療職給料表（２） 薬剤師 大学６卒 ２級２５号給 

大学卒 ２級１７号給 

医学物理士 修士課程修了 ２級２５号給 

大学卒 ２級１７号給 

短大３卒 ２級１３号給 

 公認心理師 

臨床心理士 

修士課程修了 ２級２５号給 

 大学卒 ２級１７号給 

 診療放射線技

師 

大学卒 １級２５号給 

短大３卒 １級２１号給 

 臨床検査技師 大学卒 １級２５号給 

短大３卒 １級２１号給 

 理学療法士 

作業療法士 

大学卒 １級２５号給 

短大３卒 １級２１号給 

 言語聴覚士 大学卒 １級２５号給 

短大３卒 １級２１号給 

 視能訓練士 大学卒 １級２５号給 

短大３卒 １級２１号給 

 臨床工学技士 大学卒 １級２５号給 

短大３卒 １級２１号給 

 管理栄養士 大学卒 １級２５号給 

 短大２卒 １級１７号給 

 歯科衛生士 短大３卒 １級２１号給 

短大２卒 １級１７号給 

高校専攻科卒 １級１３号給 

 歯科技工士 短大３卒 １級２１号給 

短大２卒 １級１７号給 

 社会福祉士 

精神保健福祉

大学卒 １級２５号給 

 短大３卒 １級２１号給 
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 士 短大２卒 １級１７号給 

 高校卒 １級９号給 

 その他 大学卒 １級２５号給 

短大３卒 １級２１号給 

短大２卒 １級１７号給 

高校卒 １級９号給 

医療職給料表（３） 保健師 

助産師 

看護師 

大学卒 １級４１号給 

短大３卒 １級３７号給 

短大２卒 １級３３号給 

准看護師 准看護師養成所卒 １級１３号給 

救急救命士 大学卒 １級１７号給 

短大３卒 １級１３号給 

短大２卒 １級９号給 

介護福祉士 大学卒 １級１３号給 

短大３卒 １級９号給 

短大２卒 １級５号給 

事務職給料表 事務職員 

診療情報管理

士 

大学卒 １級２９号給 

短大２卒 １級２１号給 

高校卒 １級１３号給 

  備考 薬剤師法の一部を改正する法律（平成１６年法律第１３４号）附則

第３条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許欄の適

用については、「大学６卒」の区分によるものとする。 
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別表第７（第２１条関係） 

ア 医療職給料表（１）昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に受

けていた号給 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 

１ １ １ １ 

２ １ １ １ 

３ １ １ １ 

４ １ １ １ 

５ １ １ １ 

６ １ １ １ 

７ １ １ １ 

８ １ １ １ 

９ １ １ １ 

１０ １ １ １ 

１１ １ １ １ 

１２ １ １ １ 

１３ １ １ １ 

１４ ２ １ １ 

１５ ３ １ １ 

１６ ４ １ １ 

１７ ５ １ １ 

１８ ６ ２ １ 

１９ ７ ３ １ 

２０ ８ ４ １ 

２１ ９ ５ １ 

２２ １０ ６ １ 

２３ １１ ７ １ 

２４ １２ ８ １ 

２５ １３ ９ １ 

２６ １４ １０ １ 

２７ １５ １１ １ 

２８ １６ １２ １ 

２９ １７ １３ １ 

３０ １８ １４ ２ 

３１ １９ １５ ３ 

３２ ２０ １６ ４ 

３３ ２１ １７ ５ 

３４ ２２ １８ ６ 

３５ ２３ １９ ７ 

３６ ２４ ２０ ８ 
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３７ ２５ ２１ ９ 

３８ ２５ ２２ １０ 

３９ ２５ ２３ １１ 

４０ ２６ ２４ １２ 

４１ ２６ ２５ １３ 

４２ ２６ ２６ １４ 

４３ ２７ ２７ １５ 

４４ ２７ ２８ １６ 

４５ ２７ ２９ １７ 

４６ ２８ ３０ １８ 

４７ ２８ ３１ １９ 

４８ ２８ ３２ ２０ 

４９ ２９ ３３ ２１ 

５０ ２９ ３４ ２２ 

５１ ２９ ３５ ２３ 

５２ ３０ ３６ ２４ 

５３ ３０ ３７ ２５ 

５４ ３０ ３７ ２６ 

５５ ３１ ３８ ２７ 

５６ ３１ ３８ ２８ 

５７ ３１ ３９ ２９ 

５８  ３９ ３０ 

５９  ４０ ３１ 

６０  ４０ ３２ 

６１  ４１ ３３ 

６２  ４１ ３４ 

６３  ４１ ３５ 

６４  ４２ ３６ 

６５  ４２ ３７ 

６６  ４２ ３７ 

６７  ４３ ３８ 

６８  ４３ ３８ 

６９  ４３ ３９ 

７０  ４４ ３９ 

７１  ４４ ４０ 

７２  ４４ ４０ 

７３  ４５ ４１ 

７４  ４５ ４２ 

７５  ４６ ４３ 

７６  ４６ ４４ 

７７  ４７ ４５ 
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７８  ４７ ４５ 

７９  ４８ ４６ 

８０  ４８ ４６ 

８１  ４９ ４７ 

８２  ４９ ４７ 

８３  ４９ ４８ 

８４  ５０ ４８ 

８５  ５０ ４９ 

８６  ５０ ４９ 

８７  ５１ ５０ 

８８  ５１ ５０ 

８９  ５１ ５１ 

９０  ５２ ５１ 

９１  ５２ ５２ 

９２  ５２ ５２ 

９３  ５３ ５３ 

９４  ５３ ５４ 

９５  ５３ ５５ 

９６  ５４ ５６ 

９７  ５４ ５７ 

９８  ５４ ５８ 

９９  ５５ ５９ 

１００  ５５ ６０ 

１０１  ５５ ６１ 

１０２  ５６ ６１ 

１０３  ５６ ６２ 

１０４  ５６ ６２ 

１０５  ５７ ６３ 

１０６  ５７  

１０７  ５７  

１０８  ５８  

１０９  ５８  

１１０  ５８  

１１１  ５９  

１１２  ５９  

１１３  ５９  

 

イ 医療職給料表（２）昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に受

けていた号給 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 
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１ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ 

１０ １ １ １ １ 

１１ １ １ １ １ 

１２ １ １ １ １ 

１３ １ １ １ １ 

１４ ２ １ １ １ 

１５ ３ １ １ １ 

１６ ４ １ １ １ 

１７ ５ １ １ １ 

１８ ６ １ １ １ 

１９ ７ １ １ １ 

２０ ８ １ １ １ 

２１ ９ １ １ １ 

２２ １０ １ １ ２ 

２３ １１ １ １ ３ 

２４ １２ １ １ ４ 

２５ １３ １ １ ５ 

２６ １４ １ １ ６ 

２７ １５ １ １ ７ 

２８ １６ １ １ ８ 

２９ １７ １ １ ９ 

３０ １８ １ １ １０ 

３１ １９ １ １ １１ 

３２ ２０ １ １ １２ 

３３ ２１ １ １ １３ 

３４ ２２ ２ １ １４ 

３５ ２３ ３ １ １５ 

３６ ２４ ４ １ １６ 

３７ ２５ ５ １ １７ 

３８ ２５ ６ ２ １８ 

３９ ２５ ７ ３ １９ 

４０ ２５ ８ ４ ２０ 

４１ ２５ ９ ５ ２１ 
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４２ ２５ １０ ６ ２２ 

４３ ２６ １１ ７ ２３ 

４４ ２６ １２ ８ ２４ 

４５ ２６ １３ ９ ２５ 

４６ ２６ １４ ９ ２５ 

４７ ２６ １５ １０ ２５ 

４８ ２６ １６ １１ ２５ 

４９ ２７ １７ １２ ２５ 

５０ ２７ １８ １２ ２５ 

５１ ２７ １９ １３ ２６ 

５２ ２７ ２０ １４ ２６ 

５３ ２７ ２１ １５ ２６ 

５４ ２７ ２２ １５ ２６ 

５５ ２８ ２３ １６ ２６ 

５６ ２８ ２４ １７ ２６ 

５７ ２８ ２５ １８ ２７ 

５８ ２８ ２６ １８ ２７ 

５９ ２８ ２７ １９ ２７ 

６０ ２８ ２８ ２０ ２７ 

６１ ２９ ２９ ２１ ２７ 

６２ ２９ ３０ ２１ ２７ 

６３ ２９ ３１ ２２ ２８ 

６４ ３０ ３２ ２３ ２８ 

６５ ３０ ３３ ２４ ２８ 

６６ ３０ ３４ ２４ ２８ 

６７ ３１ ３５ ２５ ２８ 

６８ ３１ ３６ ２５ ２８ 

６９ ３１ ３７ ２６ ２９ 

７０ ３２ ３８ ２６ ２９ 

７１ ３２ ３９ ２７ ２９ 

７２ ３２ ４０ ２７ ２９ 

７３ ３３ ４１ ２８ ２９ 

７４ ３３ ４２ ２８ ２９ 

７５ ３３ ４３ ２９ ３０ 

７６ ３３ ４４ ３０ ３０ 

７７ ３３ ４５ ３１ ３０ 

７８ 

 

４５ ３１  

７９ 

 

４６ ３２  

８０ 

 

４６ ３２  

８１ 

 

４７ ３３  

８２ 

 

４７ ３３  



07-07 (44) 

８３ 

 

４８ ３４  

８４ 

 

４８ ３４  

８５ 

 

４９ ３５  

８６ 

 

５０ ３５  

８７ 

 

５１ ３５  

８８ 

 

５２ ３６  

８９ 

 

５３ ３６  

９０ 

 

５４ ３６  

９１ 

 

５５ ３７  

９２ 

 

５６ ３７  

９３ 

 

５７ ３７  

９４ 

 

５７ ３８  

９５ 

 

５８ ３８  

９６ 

 

５８ ３８  

９７ 

 

５９ ３９  

９８ 

 

５９ ３９  

９９ 

 

６０ ４０  

１００ 

 

６０ ４０  

１０１ 

 

６１ ４１  

１０２ 

 

６１ ４１  

１０３ 

 

６１ ４２  

１０４ 

 

６２ ４２  

１０５ 

 

６２ ４４  

１０６ 

 

６２ ４４  

１０７ 

 

６３ ４５  

１０８ 

 

６３ ４６  

１０９ 

 

６３ ４７  

１１０ 

 

６４ 

 

 

１１１ 

 

６４ 

 

 

１１２ 

 

６４ 

 

 

１１３ 

 

６５ 

 

 

１１４ 

 

６５ 

 

 

１１５ 

 

６５ 

 

 

１１６ 

 

６６ 

 

 

１１７ 

 

６６ 

 

 

１１８ 

 

６６ 

 

 

１１９ 

 

６７ 

 

 

１２０ 

 

６７ 

 

 

１２１ 

 

６７ 

 

 

１２２ 

 

６８ 

 

 

１２３ 

 

６８ 
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１２４ 

 

６８ 

 

 

１２５ 

 

６９ 

 

 

１２６ 

 

６９ 

 

 

１２７ 

 

６９ 

 

 

１２８ 

 

６９ 

 

 

１２９ 

 

７０ 

 

 

１３０ 

 

７０ 

 

 

１３１ 

 

７０ 

 

 

１３２ 

 

７０ 

 

 

１３３  ７１   

 

ウ 医療職給料表（３）昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に受

けていた号給 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 

１  １  １  １７  １  

２  １  １  １７  １  

３  １  １  １８  １  

４  １  １  １８  １  

５  １  １  １９  １  

６  １  １  １９  １  

７  １  １  ２０  １  

８  １  １  ２０  １  

９  １  １  ２１  １  

１０  １  ２  ２１  １  

１１  １  ３  ２１  １  

１２  １  ４  ２２  １  

１３  １  ５  ２２  １  

１４  １  ６  ２２  １  

１５  １  ７  ２３  １  

１６  １  ８  ２３  １  

１７  １  ９  ２３  １  

１８  １  １０  ２４  ２  

１９  １  １１  ２４  ３  

２０  １  １２  ２４  ４  

２１  １  １３  ２５  ５  

２２  １  １４  ２５  ６  

２３  １  １５  ２６  ７  

２４  １  １６  ２７  ８  

２５  １  １７  ２８  ９  

２６  １  １８  ２８  １０  



07-07 (46) 

２７  １  １９  ２９  １１  

２８  １  ２０  ３０  １２  

２９  １  ２１  ３１  １３  

３０  １  ２２  ３１  １４  

３１  １  ２３  ３２  １５  

３２  １  ２４  ３３  １６  

３３  １  ２５  ３４  １７  

３４  １  ２６  ３４  １８  

３５  １  ２７  ３５  １９  

３６  １  ２８  ３６  ２０  

３７  １  ２９  ３７  ２１  

３８  １  ３０  ３７  ２２  

３９  １  ３１  ３８  ２３  

４０  １  ３２  ３９  ２４  

４１  １  ３３  ４０  ２５  

４２  ２  ３４  ４０  ２５  

４３  ３  ３５  ４１  ２６  

４４  ４  ３６  ４２  ２６  

４５  ５  ３７  ４３  ２７  

４６  ６  ３８  ４３  ２７  

４７  ７  ３９  ４４  ２８  

４８  ８  ４０  ４５  ２８  

４９  ９  ４１  ４６  ２９  

５０  １０  ４２  ４６  ３０  

５１  １１  ４３  ４７  ３１  

５２  １２  ４４  ４８  ３２  

５３  １３  ４５  ４９  ３３  

５４  １４  ４６  ４９  ３３  

５５  １５  ４７  ５０  ３４  

５６  １６  ４８  ５１  ３４  

５７  １７  ４９  ５２  ３５  

５８  １８  ５０  ５２  ３５  

５９  １９  ５１  ５３  ３６  

６０  ２０  ５２  ５４  ３６  

６１  ２１  ５３  ５５  ３７  

６２  ２２  ５４  ５５  ３７  

６３  ２３  ５５  ５６  ３８  

６４  ２４  ５６  ５７  ３８  

６５  ２５  ５７  ５８  ３９  

６６  ２６  ５８  ５８  ３９  

６７  ２７  ５９  ５９  ４０  



07-07 (47) 

６８  ２８  ６０  ６０  ４０  

６９  ２９  ６１  ６１  ４１  

７０  ３０  ６２  ６１  ４１  

７１  ３１  ６３  ６２  ４１  

７２  ３２  ６４  ６３  ４１  

７３  ３３  ６５  ６４  ４２  

７４  ３４  ６６  ６４  ４２  

７５  ３５  ６７  ６５  ４２  

７６  ３６  ６８  ６６  ４２  

７７  ３７  ６９  ６７  ４３  

７８  ３８  ７０  ６７  ４３  

７９  ３９  ７１  ６８  ４３  

８０  ４０  ７２  ６９  ４３  

８１  ４１  ７３  ７０  ４４  

８２  ４２  ７４  ７０  ４４  

８３  ４３  ７５  ７１  ４４  

８４  ４４  ７６  ７２  ４４  

８５  ４５  ７７  ７３  ４５  

８６  ４６  ７８  ７３  ４５  

８７  ４７  ７９  ７４  ４５  

８８  ４８  ８０  ７５  ４５  

８９  ４９  ８１  ７６  ４６  

９０  ５０  ８２  ７６  ４６  

９１  ５１  ８３  ７７  ４６  

９２  ５２  ８４  ７８  ４６  

９３  ５３  ８５  ７９  ４７  

９４  ５４  ８６  ７９  ４７  

９５  ５５  ８７  ８０  ４７  

９６  ５６  ８８  ８１  ４７  

９７  ５７  ８９  ８２  ４８  

９８  ５８  ８９  ８２  ４８  

９９  ５９  ９０  ８３  ４８  

１００  ６０  ９０  ８４  ４８  

１０１  ６１  ９１  ８５  ４９  

１０２  ６２  ９１  ８５  ４９  

１０３  ６３  ９２  ８６  ４９  

１０４  ６４  ９２  ８７  ５０  

１０５  ６５  ９３  ８８  ５０  

１０６  ６６  ９４  ８８  ５０  

１０７  ６７  ９５  ８９  ５１  

１０８  ６８  ９６  ９０  ５１  



07-07 (48) 

１０９  ６９  ９７  ９１  ５１  

１１０  ６９  ９７  ９１  ５２  

１１１  ７０  ９８  ９２  ５２  

１１２  ７０  ９８  ９３  ５２  

１１３  ７１  ９９  ９４  ５３  

１１４  ７１  ９９  ９４  ５３  

１１５  ７２  １００  ９５  ５３  

１１６  ７２  １００  ９６  ５４  

１１７  ７３  １０１  ９７  ５４  

１１８  ７３  １０１  ９７  ５４  

１１９  ７３  １０２  ９８  ５５  

１２０  ７４  １０２  ９９  ５５  

１２１  ７４  １０３  １００  ５５  

１２２  ７４  １０３  １００  ５６  

１２３  ７５  １０４  １０１  ５６  

１２４  ７５  １０４  １０２  ５６  

１２５  ７５  １０５  １０３  ５７  

１２６  ７６  １０６  

 

５７  

１２７  ７６  １０７  

 

５７  

１２８  ７６  １０８  

 

５８  

１２９  ７７  １０９  

 

５８  

１３０  ７７  １１０  

 

５８  

１３１  ７７  １１１  

 

５９  

１３２  ７７  １１２  

 

５９  

１３３  ７８  １１３   ５９  

１３４  ７８  １１４    

１３５  ７８  １１５    

１３６  ７８  １１６    

１３７  ７９  １１７    

１３８  ７９     

１３９  ７９     

１４０  ７９     

１４１  ８０     

１４２  ８０     

１４３  ８０     

１４４  ８０     

１４５  ８１     

１４６  ８１     

１４７  ８１     

１４８  ８２     

１４９  ８２     



07-07 (49) 

１５０  ８２     

１５１  ８３     

１５２  ８３     

１５３  ８３     

１５４  ８４     

１５５  ８４     

１５６  ８４     

１５７  ８５     

１５８  ８５     

１５９  ８５     

１６０  ８６     

１６１  ８６     

１６２  ８６     

１６３  ８７     

１６４  ８７     

１６５  ８７     

 

エ 事務職給料表昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に受

けていた号給 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 

１  １  １  １  １  

２  １  １  １  １  

３  １  １  １  １  

４  １  １  １  １  

５  １  １  １  １  

６  １  １  １  １  

７  １  １  １  １  

８  １  １  １  １  

９  １  １  １  １  

１０  １  １  １  １  

１１  １  １  １  １  

１２  １  １  １  １  

１３  １  １  １  １  

１４  １  １  １  １  

１５  １  １  １  １  

１６  １  １  １  １  

１７  １  １  １  １  

１８  １  １  １  ２  

１９  １  １  １  ３  

２０  １  １  １  ４  



07-07 (50) 

２１  １  １  １  ５  

２２  １  １  ２  ６  

２３  １  １  ３  ７  

２４  １  １  ４  ８  

２５  １  １  ５  ９  

２６  １  １  ６  １０  

２７  １  １  ７  １１  

２８  １  １  ８  １２  

２９  １  １  ９  １３  

３０  １  １  １０  １４  

３１  １  １  １１  １５  

３２  １  １  １２  １６  

３３  １  １  １３  １７  

３４  ２  １  １３  １８  

３５  ３  １  １４  １９  

３６  ４  １  １５  ２０  

３７  ５  １  １６  ２１  

３８  ６  ２  １６  ２２  

３９  ７  ３  １７  ２３  

４０  ８  ４  １８  ２４  

４１  ９  ５  １９  ２５  

４２  １０  ６  １９  ２５  

４３  １１  ７  ２０  ２６  

４４  １２  ８  ２１  ２６  

４５  １３  ９  ２２  ２７  

４６  １４  １０  ２２  ２７  

４７  １５  １１  ２３  ２８  

４８  １６  １２  ２４  ２８  

４９  １７  １３  ２５  ２９  

５０  １７  １４  ２５  ２９  

５１  １７  １５  ２６  ２９  

５２  １８  １６  ２７  ２９  

５３  １８  １７  ２８  ２９  

５４  １８  １８  ２８  ２９  

５５  １９  １９  ２９  ３０  

５６  １９  ２０  ３０  ３０  

５７  １９  ２１  ３１  ３０  

５８  ２０  ２２  ３１  ３０  

５９  ２０  ２３  ３２  ３０  

６０  ２０  ２４  ３２  ３０  

６１  ２１  ２５  ３３  ３１  



07-07 (51) 

６２  ２１  ２６  ３３  ３１  

６３  ２１  ２７  ３４  ３１  

６４  ２１  ２８  ３４  ３１  

６５  ２２  ２９  ３５  ３１  

６６  ２２  ３０  ３５  ３１  

６７  ２２  ３１  ３６  ３２  

６８  ２２  ３２  ３６  ３２  

６９  ２３  ３３  ３７  ３２  

７０  ２３  ３４  ３７  ３２  

７１  ２３  ３５  ３８  ３２  

７２  ２３  ３６  ３８  ３２  

７３  ２４  ３７  ３９  ３３  

７４  ２４  ３８  ３９  ３３  

７５  ２４  ３９  ４０  ３３  

７６  ２４  ４０  ４０  ３３  

７７  ２５  ４１  ４１  ３３  

７８  ２５  ４１  ４１  ３３  

７９  ２５  ４２  ４２  ３４  

８０  ２５  ４２  ４２  ３４  

８１  ２６  ４３  ４３  ３４  

８２  ２６  ４３  ４３  ３４  

８３  ２６  ４４  ４４  ３４  

８４  ２６  ４４  ４４  ３５  

８５  ２７  ４５  ４５  ３５  

８６  ２７  ４５  ４５   

８７  ２７  ４５  ４６   

８８  ２７  ４６  ４６   

８９  ２８  ４６  ４７   

９０  ２８  ４６  ４７   

９１  ２８  ４７  ４８   

９２  ２８  ４７  ４８   

９３  ２９  ４７  ４９   

９４  

 

４８  ４９   

９５  

 

４８  ５０   

９６  

 

４８  ５０   

９７  

 

４９  ５１   

９８  

 

４９  ５１   

９９  

 

４９  ５２   

１００  

 

４９  ５２   

１０１  

 

５０  ５３   

１０２  

 

５０  ５３   
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１０３  

 

５０  ５４   

１０４  

 

５０  ５４   

１０５  

 

５１  ５５   

１０６  

 

５１  ５５   

１０７  

 

５１  ５６   

１０８  

 

５１  ５７   

１０９  

 

５２  ５８   

１１０  

 

５２  

 

 

１１１  

 

５２  

 

 

１１２  

 

５２  

 

 

１１３  

 

５３  

 

 

１１４  

 

５３  

 

 

１１５  

 

５３  

 

 

１１６  

 

５３  

 

 

１１７  

 

５４  

 

 

１１８  

 

５４  

 

 

１１９  

 

５４  

 

 

１２０  

 

５４  

 

 

１２１  

 

５５  

 

 

１２２  

 

５５  

 

 

１２３  

 

５５  

 

 

１２４  

 

５５  

 

 

１２５  

 

５６  

 

 

１２６  

 

５６  

 

 

１２７  

 

５６  

 

 

１２８  

 

５６  

 

 

１２９  

 

５７  

 

 

１３０  

 

５７  

 

 

１３１  

 

５７  

 

 

１３２  

 

５８  

 

 

１３３   ５８    



07-07 (53) 

別表第８（第２８条関係） 

 昇給号給数表 

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

昇給の号給数 ８以上 ６ ４ ２ 

２以上 １ ０ ０ 

  備考 

１ この表に定める上段の号給数は、給与規程第６条第５項の規定の適用

を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける

職員に適用する。 

２ 医療職給料表（１）の適用を受ける職員でその職務の級が４級である

もの及び医療職給料表（２）、医療職給料表（３）又は事務職給料表の適

用を受ける職員でその職務の級が４級以上であるものの昇給区分Ｃの欄

の上段の号給数は、３とする。 
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別表第９（第３４条関係） 

 休職期間等換算表 

事由 引き続き勤務しない期

間についての換算率 

１ 次に掲げる事由により休職を命ぜられた期間 

(１) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤（地

方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１

２１号）第２条第２項に規定する通勤をい

う。以下同じ。）による負傷若しくは疾病（以

下「公務傷病等」という。）によること。 

(２) 水難、火災その他の災害（公務上の災害

又は通勤による災害と認められるものに限

る。）により生死不明又は所在不明になった

こと。 

３/３以下 

２ 公務傷病等のため休暇を与えられた期間  

３ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第１１０号。以下「育児休業法」とい

う。）第２条の規定により育児休業をした期間 

 

４ 北播磨総合医療センター企業団職員就業規

程（平成２５年北播磨総合医療センター企業団

企業管理規程第８号）第３７条に規定する介護

休暇の期間 

 

５ 専従許可の有効期間 ２／３以下 

６ 心身の故障（公務傷病等を除く。）により長

期休養をなすための休職を命ぜられ又は休暇を

与えられた期間 

１／３以下（ただし、結

核性疾患にあっては、１

／２以下とすることが

できる。） 

７ 水難、火災その他の災害（公務上の災害又は

通勤による災害と認められるものを除く。）に

より生死不明又は所在不明になったため休職を

命ぜられた期間 

１／３以下 

８ 刑事事件に関して起訴され、そのため休職を

命ぜられた期間 

０（ただし、無罪判決を

受けた場合は、事情によ

り３／３以下とするこ
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とができる。） 

  備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けて

いる号給を受けるに至った日以後の休職の期間に限るものとする。 


